
感染症対策の見直しの背景及び内容について  

施行期日‥改正法の公布日から6月以内で政令で定める日（結核に関する規定等一部の規定は、平成19年4月1日）   



感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の  

一部を改正する法律案の概要  

主要な改正事項  

の発生・まん延を防  

染症の分類の見直し  
絵合的な封暮春生協  

止するための  の管理体制の確立  

○基本理念（国際的動向を踏まえ た施策、人権尊重）  
○責務規定（医師等の責務規定の充実、病原体等の検査を行っている機関の童  
○基本指針（病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項）  N  

○感染症に関する   

情報収集・公表  

医師・獣医師の届出  

積極的疫学調査  
慢性感染症に関する  

情報の収集  

発生状況等の情報の  

公表．  

○健康診断、就業制限、  
入院及び医療  

・健康診断、就業制限  

・入院勧告・入院措置  

○病原体等の規制  ○その他  

・消毒、交通制限・遮断等  

・指定動物の輸入禁止、  

輸入検疫  

※下線部は、改正事項   
（施行期日 公布の日から6月以内で政令で定める日（結核に関する規定等一部の規定は、平成19年4月1日））  



病原体等の適正な管理を含めた総合的な怒梁症対策の概要  
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〔所持等の許可〕   〔所持等の届出〕  1基準の遵守L   

《四種病原体等》 
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；：；○腎症候性出血熱ウイルス  
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＝：○西部馬脳炎ウイルス  
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喜○試験研究等の目的で厚生労  
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○ウエストナイルウイルス  ⊂  
働大臣の許可を受けた場合  

に、所持、輸入、譲渡し及び  

譲受けが可能  
○オウム病クラミジア  

○デングウイルス  

○日本脳炎ウイルス  
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感染症法上の感染症類型について  

現行の分類  改正案における分類  

エボラ出血熱  エボラ出血熱  
クリミア・コンゴ出血熱  クリミア・コンゴ出血熱  

痘そう  痘そう   

ペスト  ペスト   類  

感  マールブルグ  マールブルグ   
染  

ラツサ熟  ラツサ熟  

症   重症急性呼吸器症候群  

‾‾‾I ロ  南米出血熱（新たに追加）  

急性灰自髄炎  急性灰白髄炎  

ジフテリア   ジフテリア   

類  し－－－＞  

感  コレラ  （SARSコロナウイルスに限る）   

染   細菌性赤痢  結核（新たに追加）  

症   腸チフス  ‾‾‾■t  

パラチフス  

腸管出血性大腸菌感染症  腸管出血性大腸菌感染症   

コレラ  
感  

染  
細菌性赤痢   

症  －＞   腸チフス  
パラチフス  

E型肝炎  従前の30疾病に下記疾病を新  
A型肝炎  たに追加  

衰熟  

Q熟  オムスク出血熱  

狂犬病  キヤサヌル森林熟  
高病原性鳥インフルエンザ  西部馬脳炎  

四  
マラリア等  ダニ媒介性脳炎 新  

類  
感  

染  馬脳炎 

症  ヘンドラウイルス感染症  

リフトバレー熟  

盈鼻直  

ロッキー山紅斑熟  

合計41疾病を政令で指定   

インフル工ンザ（高病原性鳥イ  

ンフルエンザを除く。）、ウイル  

五  ス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎  

類  

感  変更なし   

染  

症  

菌感染症 等  

合計41疾病を省令で指定  

4   



改定後の感染症法と現行の結核予防法及び予防接種法との関係図   

改 正 後 の 感 染 症 法  結 核 予 防 法   

総則  
総則  

基本指針u都道府県計画  
基本指針・都道府県計画  

○特定感染症予防指針（結核等）   

感染症に関する情報収集一公表   

○医師・獣医師の届出  ○医師の届出  

○積極的疫学調査（感染経路把握）  

t  

○定期外健康診断 

○就業制限（協議会の意見聴取）  
○従業禁止（協議会の意見聴取）  

▲勧善及び措置の協議会への事後報宣   0入所命令  

・入院延長の際の意見陳述の機会付与  ○入院勧草、入院措置（同居者要件無し）  （同居者に感染させる場合に限る。）   

○入院患者から！の苦情の申出  

消毒その他の措置 ○消毒  

医療  ○従業禁止、命令入所患者の医療   

○入院患者の医療（結核を含む。）  ○指定医療機関  

○結核患者に対する医療（通院医療）  

○感染症指定医療機関  ○一般患者に対する医療（通院医療）  

○結核指定医療機関（通院医療を担当）  

結核  ○定期健康診断  

○定期健康診断  
○結核登録票、精密検査  

○結核登録票、 
○家庭訪問指導、医師の指示（DOTS＊）  

○家庭訪問指導、医師の指示（DOTS）  
＊DirectlyObservedTreatments，Short－COurSe  

輸入動物規制（結核感染動物対処） 患者の治療完遂を目的とし、医師■保健所長等  

の指示により、患者が処方された薬剤を確実に  

服薬していることを確認すること  

b痛藤林め扁韓奪め禁止■∵蕗亘連出専  
（多斉愉睦結線垂∴結麹菌を含む 予防接種  

○定期予防接種（BCG）  

庵原塵室垂盛制等（霧）  ＝L二‡′云）≡‥‥∴  
○予防接種を受ける努力義務  

○健康被害の救済措置（予防接種法準用）  

○保健福祉事業の推進（ ′′ ）  

○定期予防接種（旦旦旦等9疾患）  
l  ○原則すべての感染症法の規定が結核に適用される。  

b痛藤林 

＝∴（多蔀耐性結線菌∴嶺核菌を含む′云  

・与∵㌫芦浴簗鷺戊再話繚嘉薄禦  

病原体等の規制等（※）   ∴め所韓奪  め禁止■長年奇 

○予防接種を受ける努力義務  

（他日＝地車爪紬；女性菩 提一練±喜如去董の堆；佳  

5   0下線部＝感染症法に新たに設けられる規定  

※・牛物干ロや事故による感染症発生の防止   



都道府県別 C型肝炎ウイルス検診 の受診率  

対象者数  受診者数  受診率   

4848053  1196457   24．7％   

平成17年度‥C型肝炎ウイルス検診の受診率 
単位二（％）  

141404    72574  51．3％   

i 469785    213200  45，4％   
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72 703 251011101 34．5％   
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88409    23317  26．4％   

166426    29665   17．8％   
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89209  15184   17．0％   
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163158    26603   16．3％   

43247  6889   15．9％   

25170  3969   15．8％   

15162  2236   14．7％   

142552  16961   11．9％   

37980  4316   11．4％   
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